
吹田市総合計画審議会 
 

資料－５７ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専門作業部会からの報告資料 



  

● 千里ニュータウンに関する議論内容 

 

 
〔 特 徴 〕 

①まち開きから 41 年を経過。近隣住区理論に基づき、小

学校区を中心に公園、近隣センター等が配置された。 

②人口の状況 

・高齢化率                     23.4％（全市15.1％） 

・世帯の状況 1 世帯当たり人員  2.3 人（全市 2.4人） 

ひとり暮らしの比率 29.8％（全市 32.7％） 

２人世帯の比率    32.8％（全市 25.6％） 

３人世帯 〃     18.5％（全市 18.6％） 

４人世帯 〃     14.2％（全市 17.2％） 

（平成15 年9 月末 住民基本台帳人口） 

③定住意識（平成 14年調査） 

住み続けたいと思っている比率 62.0％（全市53.8％） 

④近隣住区理論は車社会への移行によりうまくいかなく

なり、商業施設は実態に合っていないが、高齢社会の中

で活用できることもある。 

⑤新しい市民活動が行われ、コミュニティの変化もうかが

われる。 

⑥近隣センターの商業施設用地の管理は難しく、今は複合

施設化等を試みている。 

〔 公的賃貸住宅の建替 〕 

①市民参加の千里ニュータウン再生ビジョンでは良好な

住環境を損なわない建替を明記。 

②市営・府営住宅とも戸数については現状維持の考え方で

ある。 

③地元との関係で高層住宅より公益施設が望まれるとこ

ろもある。 

④建替には家賃上昇が伴い、低家賃が前提の生活者の問題

が予想される。 

地域の現状について 

今後の方向性 

〔 多様な機能の確保 〕 

①千里ニュータウンに住みつづけられるイメージが

出せると良い。買い物も便利で文化もあるという

イメージで、そこに住むことにドキドキする提案

がなければならない。 

②作り直すにあたり、ほぼ住機能だけに特化したま

ちにしない。 

③近くに親しめる自然があり、都心の界隈性を持つ

区域が必要。 

④今までと同じでは何にもならない。暮らしがきち

んとできるように、それをハードに組み込んで新

しさを出さねばならない。 

⑤緑も多く、付加価値の高い集合住宅となっても良

い。 

〔 混合的なまちづくり 〕 

①豊かな生活環境を成熟型のまちの中でつくる必要

があり、高齢者の生活を保障しつつ、若い世代も

入れて、年齢的なミックスユーズを行う必要があ

る。また、住み替えやすさを考えるべきである。 

②所得階層などで同一層を集めない混合的なまちづ

くり。 

③様々な人がいるミックスドコミュニティをつく

る。 

 

 

 

総合計画への反映 

〔 基本構想への反映 〕 

第２章 吹田市の将来像 

（千里ニュータウンや千里丘地域など大規模開

発が見込まれる地域があり、環境、安全などを

柱としてできることを書く必要がある。） 

第３章 人口と都市空間 

１人口 

・都市の再生（住宅の建替えなど）による人口増

加の可能性 

・住宅建設と緑の空間の確保・景観への配慮など

環境と調和したまちづくり 

２都市空間 

(1)地域特性を生かした多様な都市空間の形成 

・全国の先駆的なニュータウン再生のモデルと 

なる。成熟の時代のまちづくり 

・豊かな緑を守るまちづくり 

・多世代が交流できるまちづくり 

(4)人と自然の共生空間 

・緑のネットワークの形成（公園や緑地、竹林や

斜面の緑による緑の拠点、千里緑地、緑道、住

宅地の植え込みなどによる緑の骨格） 

第４章 施策の大綱 

５環境を守り育てるまちづくり 

(前文) 

・環境に配慮した取組 

５’魅力的で安全なまちづくり 

(3)良好な住宅・住環境づくり 

・住宅の建替えでの良好な環境づくり 

 

〔 基本計画への反映 〕 

・「５’魅力的で安全なまちづくり」に該当する

計画 

・地域別計画 



  

● 千里丘地域に関する議論内容 

 

 

今後の方向性 

①大手企業による開発では、まちづくりの協力が申

し出されており、行政がどのような「まち」にし

たいか総合計画に書かなければならない。 

②都市計画のツールや自治体の権限を交渉材料とし

て上手に使えば、開発事業者側の経済的利益を保

証しつつ、良い環境づくりを指導できる。 

③市民の意見から、緑豊かなことや安心・安全は外

せない。例えば緑化推進地域か何かで位置づけて

いくことが必要だ。 

④住民対応だけでなく、事業者とのパートナーシッ

プも大切である。 

⑤乱開発が行われる前に、まちづくりについて考え

る。大規模地権者、マンションの管理組合、開発

業者も含めた連絡会議を作るのが良い。 

 

〔 企業所有地開発 〕 

①人口  28,894 人 （平成12年３月末） 

     33,057 人 （平成16年３月末） 

 世帯数 10,686 世帯（平成12年３月末） 

     12,348 世帯（平成16年３月末） 

 [※住民基本台帳人口による] 

                 と増加している。 

②開発指導要綱について条例化を図り、大型建築は事前協

議に入る前に住民説明を義務づけた。しかし、個別建物

が対象であり、協議範囲も限定されている。 

③地域を面として成長管理する枠組みがないのが問題で

ある。今後進むであろう開発を見る限りは、公共施設の

不足が見込まれる。 

地域の現状について 

〔 開発に伴う問題点 〕 

①開発に伴う社会資本の整備は吹田市が行うことになり、

大きな財政負担となる。 

②開発の課題として、学校の確保、道路の確保、保水力が

無くなる中での下水排水の問題がある。 

③マンションができるとまちが変わる。コミュニティを形

成する上でも問題が生じる。 

 

 

 

総合計画への反映 

〔 基本構想への反映 〕 

第２章 吹田市の将来像 

（千里ニュータウンや千里丘地域など大規模開

発が見込まれる地域があり、環境、安全などを

柱としてできることを書く必要がある。） 

第３章 人口と都市空間 

１人口 

・企業所有地の転用による住宅建設での人口増加

の可能性。 

・住宅建設と緑の空間の確保・景観への配慮など

環境と調和したまちづくり。 

２都市空間 

(4)人と自然の共生空間 

・緑のネットワークの形成（公園や緑地、竹林や

斜面の緑などによる緑の拠点、住宅地の植え込

みなどによる緑の骨格） 

第４章 施策の大綱 

５環境を守り育てるまちづくり 

(前文) 

・環境に配慮した取組 

５’魅力的で安全なまちづくり 

(3)良好な住宅・住環境づくり 

・新たな住宅開発での良好な環境づくり。 

〔 基本計画への反映 〕 

・「５’魅力的で安全なまちづくり」に該当する

計画。 

・地域別計画 





  

●吹田操車場跡地に関する議論内容 

 

 

〔 梅田貨物駅移転問題 〕 

①移転について基本協定を締結している。（別紙参照） 

②貨物の鉄道輸送促進は環境によいが、局地的にトラック

ターミナル周辺で負荷が増える。 

③できるだけ環境への影響を小さくし、跡地利用が吹田に

とって大きな公益になることを示す必要がある。 

〔 跡地利用計画の検討経過 〕 

①吹田操車場跡地利用基本構想（Ⅱ）（平成 12 年３月） 

平成 10 年に市民アンケートと調査等を実施し、基本構

想をまとめ、市民等に公開した。当時はこれを基本に進

めることとした。 

《まちづくりのイメージ》 

基本理念： 

『新しいゆとりある都市型生活空間の形成』 

◆地域と調和する都市居住のまちづくり 

◆健康・福祉を核とした安心感のある、人に優しいまち

づくり 

◆都心近接性を活かした都市拠点機能の誘導 

◆みどり豊かな災害に強い基盤施設整備 

②基本協定を結んでおり、移転問題とまちづくりはセット

である。移転問題が収束するまでまちづくりは具体的に

進まない。 

今までの経過 

 

 

総合計画への反映 

今後の方向性 

①大型ショッピングセンター等が立地した場合、地

域の商業構造を大きく変えることがあり、問題が

生じる。 

②長岡京駅や高槻駅等ＪＲ沿線で再開発が多くなさ

れる中で、ここでの開発は楽観視できないのでは

ないか。 

③全市的な位置づけとして、既存の地域拠点との役

割分担、連携等を行う中で、周辺の居住環境向上

と北大阪地域全体に利益のあるものでないといけ

ない。 

④緑豊かで福祉系の施設がある場所になるのが吹田

らしい。 

⑤新しいコンセプトで多少実験性、次の住まい方・

暮らし方が提案できるものとして定義しないと、

いろいろあるものの一つがここに出来たというこ

とでは意味がない。 

〔 基本構想への反映 〕 

第３章 人口と都市空間 

２都市空間 

(2)地域ごとの特徴のある拠点市街地の形成 

・社会動向を見据え、「本市と地域の新しい未

来をひらく魅力的な都市環境を備えた」都

市拠点。 

・市民参加の下での総合的な取組 

第４章 施策の大綱 

５環境を守り育てるまちづくり 

（前文） 

・環境に配慮した取組。 

(1)環境負荷の少ない住みよいまちづくり 

・汚染の未然防止。 

・市民の健康が守られる取組。 

〔 基本計画への反映 〕 

・地域別計画 
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市
は
本
事
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に
つ
い
て
、
市
環
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影
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評
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条
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基
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い
て
以
下
の
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続
き
を

行
っ
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ま
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照
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準
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書
の
審
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た

多
く
の
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参
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て
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市
長
意
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審
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し
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・
貨
物
駅
に
出
入
り
す
る
ト
ラ
ッ
ク
の
排
出

ガ
ス
に
つ
い
て

・
最
新
の
大
気
汚
染
物
質
対
策
技
術
の
採
用

に
つ
い
て

・
適
正
な
工
事
の
時
間
帯
に
つ
い
て

・
貨
車
の
入
れ
替
え
作
業
に
使
用
す
る
機
関

車
の
種
類
に
つ
い
て
　
な
ど

騒
音
・
振
動
の
影
響

・
貨
物
専
用
道
路
に
設
け
る
し
ゃ
音
壁
の
仕

様
に
つ
い
て

・
住
宅
と
の
距
離
に
つ
い
て

・
夜
間
の
構
内
作
業
の
騒
音
に
つ
い
て

・
夜
間
の
ト
ラ
ッ
ク
走
行
に
つ
い
て
　
な
ど

そ
の
他

・
貨
物
専
用
道
路
の
の
り
面
や
し
ゃ
音
壁
の

外
壁
部
分
の
緑
化
に
つ
い
て

・
工
事
中
の
苦
情
窓
口
と
対
応
体
制
に
つ
い

て
　
な
ど

吹
田
操
車
場
跡
地
は
、
大
阪
都
心
部
に

近
接
し
、
交
通
至
便
な
立
地
特
性
を
有
す

る
貴
重
な
都
市
空
間
で
す
。
こ
れ
ま
で
に

跡
地
の
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
市
民
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
を
行
う
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

視
点
か
ら
調
査
・
検
討
し
、
吹
田
操
車
場

跡
地
利
用
基
本
構
想
を
策
定
し
て
き
ま
し

た
。構

想
で
は
、「
新
し
い
、
ゆ
と
り
あ
る

都
市
型
生
活
空
間
の
形
成
」
を
基
本
理
念

に
、「
地
域
と
調
和
す
る
都
市
型
居
住
の

ま
ち
づ
く
り
」、「
健
康
、
福
祉
を
核
と
し

た
安
心
感
の
あ
る
、
人
に
や
さ
し
い
ま
ち

づ
く
り
」、「
都
心
近
接
性
を
活
か
し
た
都

市
拠
点
機
能
の
誘
導
」、「
み
ど
り
豊
か
な

災
害
に
強
い
基
盤
施
設
の
整
備
」
を
基
本

方
針
と
し
て
、
広
域
的
な
視
点
や
周
辺
地

域
の
居
住
環
境
に
も
配
慮
し
た
、
魅
力
的

で
個
性
あ
る
ま
ち
を
め
ざ
し
、
そ
れ
に
ふ

さ
わ
し
い
道
路
や
防
災
性
を
兼
ね
備
え
た

公
園
・
緑
地
な
ど
の
み
ど
り
空
間
の
確
保

な
ど
に
つ
い
て
取
り
ま
と
め
て
い
ま
す
。

構
想
は
情
報
公
開
課
で
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

現
在
、
構
想
を
踏
ま
え
、
市
の
負
担
の

軽
減
や
民
間
開
発
事
業
者
の
参
画
な
ど
も

視
野
に
入
れ
た
、
多
様
な
事
業
の
枠
組
み

に
つ
い
て
検
討
し
て
い
ま
す
。

今
後
は
、
基
本
協
定
の
さ
ま
ざ
ま
な
課

題
が
解
決
し
た
段
階
で
、
市
民
の
み
な
さ

ん
の
積
極
的
な
意
見
も
聞
き
な
が
ら
、
よ

り
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
み
ま
す
。

ま
ち
づ
く
り
へ
の
ア
イ
デ
ア
な
ど
お
寄
せ

く
だ
さ
い
。
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環
境
影
響
評
価
の
現
状
と
今
後
の
手
続
き

吹
田
操
車
場
跡
地
の
ま
ち
づ
く
り

準
備
書 

評
価
書 

実施計画書 

事後の監視 

受付 縦覧 

縦覧 

縦覧 

現時点 答申 

答申 

準備書を作成 

説明会を開催 

見解書を作成 
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意見書を提出 
意見書の写しを 

送付 
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公聴会を開催 
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公述意見書を送付 
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（鉄道・運輸機構） 市 住民 

受付 縦覧 

縦覧 

評価書を作成 

報告書を作成 

評価書の 
内容を検討 

意見書を提出 
意見書の写しを 

送付 

審査会 

市長意見書を 
作成 

市長意見書を 
作成 
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縦覧 

環境影響評価の手続きの流れ 



吹田貨物ターミナル駅(仮称)の貨物関連自動車の利用経路別計画台数

【吹田貨物ターミナル駅(仮称)建設事業に係る環境影響評価準備書より】



  

● 江坂周辺地域に関する議論内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔 特 徴 〕 

①事業所が立地する理由としては大阪市内の中心

部と比較すると立地コストが安い一方で、交通の

利便性が高いことがある。 

②事業所の開廃率は圧倒的に大阪府下ではトップ

クラスである。IT 関連事業所数は大阪の中で大阪

市を除き、吹田市がトップである。 

③東急ハンズやカーニバルプラザや布地専門店等、

北大阪などの広範囲から集客可能な商業施設が

ある。 

④若者が多く、音楽専門学校もあり、商売だけでな

く文化的要素もある。 

⑤生活者は単身者が多く約 50％を占める。 

⑥江坂企業協議会及び江坂まちづくり協議会が定

着して活動しており、事業者、住民を含め防犯や

環境美化などの取組を行っている。 

〔 産業の状況 〕 

①市内の業務集積状況 

・全市事業所数の３割が江坂周辺地域に集積。 

（平成13 年） 

・全市が減少する中で江坂周辺地域は増加してい

る。（平成８～13 年） 

・高度の交通インフラによる情報サービス業など成

長性の高い産業の集積。 

②江坂では個々に独自性のある企業が集まってい

る。 

③インキュベート施設の設置（入居中の起業家例） 

情報サービス関連／商品の企画・輸出入 等 

④コミュニティビジネスが発生するような、新しく

何かが生まれるエネルギーが特徴にある。 

⑤江坂にはインキューべートを促すブランドオー

ナーの独特の雰囲気がある。 

地域の現状について 
今後の方向性 

〔 産業の振興 〕 

①大きなテナント商業者と地域が一体になり、まちのイメー

ジに合わない店にはテナントを貸さない等の手を打つ。 

②住宅ではなくオフィスにする、駐車場ではなく店舗にする

など、まちに賑わいをもたらすように誘導する。 

③ITベンチャーやファッションの企業などを増やすインキュ

ベーターを見直す必要がある。 

④江坂の将来の方向性は新規事業が活発な場であることと、

文化やにぎわいなどであり、特徴を伸ばすためには阻害要

因は取り除くべきである。 

〔 まちの魅力を高める 〕 

①東急ハンズができて集客が進んだが、その後の進展性が弱

い。まちのよいベクトルを伸ばし、歓楽街化を規制する二

つの力が働かなければならない。商業者が自衛しなければ

歓楽街化が進む。 

②空倉庫等を小劇場とし、「江坂ブロードウェイ」など文化の

要素を出し、商業の仕掛けにすることを考えるのも良い。 

③高齢化する中で、人がここでお茶や食事をするまちになれ

ば、成熟した大人のまちになる。 

④「江坂」と「吹田」には相互の関係があり、吹田のイメー

ジづくりに江坂が関係していることを市民に示し、応援し

てもらうことで変わる。 

⑤倉敷のアイビースクエアのような景観整備があれば、まち

全体がおしゃれになる。 

⑥江坂への集客が御堂筋線だけにあり、バスを上手く利用し

千里線からJR まで東西をつなぐと変わる。 

⑦江坂を地区居住者だけでなく、大阪圏、関西圏からも集客

できる場所にしたい。成熟した大人のまちというビジョン

を考えるなら、盛り場形成のメカニズムを考え、犯罪危険

地域化を防止する必要がある。 

 

 

総合計画への反映 

〔 基本構想への反映 〕 

第３章 人口と都市空間 

２都市空間 

(2)地域ごとの特徴のある拠点市

街地の形成 

・「江坂の新規性」を特徴として捉

え、都市拠点の形成を進める。 

(3)都市機能を高める地域間及び

都市間の連携 

・拠点市街地間を結ぶ交通ネット

ワークの形成を図る。 

第４章 施策の大綱 

６活力あふれにぎわいのあるま

ちづくり 

 (1)地域の特性を生かした産業の

振興 

・起業の支援 

・事業者間の交流・連携 

〔 基本計画への反映 〕 

・「６活力あふれにぎわいのある

まちづくり」に該当する計画 

・地域別計画 


	shiryou57-6.pdf
	Sheet1




